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上場株券に係る上場時価総額基準の取扱いの一部変更措置の延長について 

 

 

平素は証券市場の運営につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当取引所では、市場第一部から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち、

上場時価総額に係る基準について、平成 21 年１月末から本年 12 月末までの間、取扱いを一部

変更して当該基準の適用を行ってまいりましたが、現下の株式市場の状況に鑑み、以下のとお

り、平成25年 12月末まで当該措置を延長することとしましたのでご通知いたします。 

 

区 分 変更適用前の基準 
変更適用後の基準 

（平成 25 年 12 月末まで） 

市場第一部から市場第二部への 
指定替え基準 

２０億円未満 １２億円未満 

本則市場（市場第一部・第二部）の 
上場廃止基準 

５億円未満 ３億円未満 

セントレックスの上場廃止基準 ３億円未満 １．８億円未満 

 

（注）当取引所が「変更適用後の基準」の適用を継続することが適当でないと認める事情が

生じた場合には、平成25年 12月末の到来以前に当該措置の適用を終了し、またはそ

の内容を変更することがあります。 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

㈱名古屋証券取引所 自主規制グループ上場監理担当 電話：０５２－２６２－３１７４ 


